
別表六の三の記載の仕方 
 

１ 法人税に係る外国税額の控除に関する明細書 

⑴ この明細書は、外国法人が法第 144 条の２((外国

法人に係る外国税額の控除))の規定の適用を受け

る場合に記載します。 

⑵ 「当期の国外源泉所得に係る所得の金額の計算」

の各欄は、令第 193 条第１項((国外所得金額))に規

定する国外源泉所得に係る所得の金額について記

載します。この場合において、その各欄に記載し

た金額の計算に関する明細を別紙に記載して添付

します。 

２ 地方法人税に係る外国税額の控除に関する明細書 

⑴ この明細書は、外国法人が地方法人税法第 12 条

第２項((外国税額の控除))の規定の適用を受ける場

合に記載します。 

⑵ 「課税標準法人税額 44」は、別表一の三「４」の

金額に 1,000 円未満の端数があるときは、その端数

を切り捨てます。

 


